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１．国民ID制度の位置づけ ① 「新たな情報通信技術戦略」  

国民本位の電子行政の実現 
 
(1)情報通信技術を活用した行政刷新と見える化 
 
【重点施策】 
○ 社会保障の安心を高め、税と一体的に運用すべく、電子行政の共通基盤として、官民サービスに

汎用可能ないわゆる国民ＩＤ制度の整備を行うとともに、自己に関する情報の活用については、政府
及び自治体において、本人が監視・コントロールできる制度及びシステムを整備する。 

【具体的取組】 
ⅳ）国民ＩＤ制度の導入と国民による行政監視の仕組みの整備 
社会保障・税の共通番号の検討と整合性を図りつつ、個人情報保護を確保し府省・地方自治体間
のデータ連携を可能とする電子行政の共通基盤として、2013年までに国民ＩＤ制度を導入する。 
併せて、行政機関による運用やアクセスの状況を監視する第三者機関の創設、公的ＩＣカードの整
理・合理化を行う。また、インターネットを通じて利便性の高いサービスを提供するため、民間ＩＤとの
連携可能性を検討する。 
さらに、各種の行政手続の申請等に際して、既に行政機関が保有している情報については、原則と
して記載・添付が不要となるよう行政機関における適切な情報の活用を推進するとともに、行政機
関が保有する自己に関する情報について、国民が内容を確認できる仕組みを整備する。 
【内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省等】 
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１．国民ID制度の位置づけ ② 「新たな情報通信技術戦略」工程表    

【2010 年度の取組実績】 
短期（2010年度） 
○国民ＩＤ制度の検討体制を番号制度と一体となって構築し、サービスの利用 
目的、利用者の範囲、接続対象範囲、情報の内容、利用手段等について検討 
を実施。 
○番号制度・国民ＩＤ制度及び制度導入に併せて設置する第三者機関に関する 
制度設計、関連法令の整備に向けた検討を実施。 
○民間ＩＤ利活用を実現する官と民との間のインターフェース実証実験を踏ま 
えた行政情報システムとの連携可能性について検討を実施。 
○番号制度・国民ＩＤ制度における付番方法等の実現条件を整理するとともに、 
番号制度・国民ＩＤ制度の在り方を検討する機関について検討を実施。 
○個人情報保護に関して自己情報を確認できる仕組み等を検討するとともに、 
監視等を行う第三者機関の在り方について検討を実施。 

【今後の取組】 
 
短期（2011年度） 
○国民ＩＤ制度の検討体制を番号制度と一体となって構築し、
サービスの利用目的、利用者の範囲、接続対象範囲、情報
の内容、利用手段等の検討を継続し明確化する。 
○番号制度・国民ＩＤ制度及び制度導入に併せて設置する
第三者機関に関する制度設計、関連法令の整備を行う。 
○民間ＩＤ利活用を実現する官と民との間のインターフェー
ス実証実験を踏まえた行政情報システムとの連携可能性
の検討を継続する。 
○番号制度・国民ＩＤ制度における付番方法等の実現条件
を整理する。 
○個人情報保護に関して自己情報を確認できる仕組み等
を検討するとともに、監視等を行う第三者機関の在り方の
検討を継続し明確化する。 
○引き続き公的ＩＣカードの整理・合理化を検討する。 
 
中期（2012年度、2013年度） 
○引き続き公的ＩＣカードの整理・合理化を検討する。 
○引き続き国民ＩＤ制度に関するシステム要件の整理を行う
とともに、システム設計、構築を行い、第三者機関の設立準
備を行う。 
 
長期（2014年度～2020年度） 

○国民ＩＤ制度のサービス提供を開始する。 
○2020年までに、50%以上の自治体において、条例改正を
実施し、公平で利便性が高い電子行政を実現する。 
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１．国民ID制度の位置づけ ③「電子行政推進に関する基本方針」 

２．国民ＩＤ制度、企業コード等 
（１）社会保障・税に関わる番号制度と国民ＩＤ制度 
 

前述のとおり、高齢社会化等が進む中、国民一人一人の事情に対応したきめ細かい行政サービスを提供していくこと
が政府の重要な責務となっている。社会保障の安心を高め、税と一体的に運用すべく、電子行政の共通基盤として、
官民サービスに汎用可能ないわゆる国民ＩＤ制度を実現し、自己に関する情報の活用については、政府及び地方公
共団体において、本人が監視・コントロールできる制度及びシステムを整備することは、我が国の電子行政において
極めて重要な政策課題である。 
 

国民ＩＤ制度を実現するためには、個人情報保護を確保し、府省・地方公共団体間等のデータ連携を可能とする情報
連携基盤を整備することが必要となる。情報連携基盤は、現在社会保障・税一体改革の中で導入が検討されている
社会保障と税に関わる番号制度（以下「番号制度」という。）と共通する事項であり、両制度において一体的に検討を
進めていく必要がある。情報連携基盤においては、個人を一意に識別するための符号を用いて各機関の情報の紐付
けを行うことが必要であるが、当該符号の在り方としては、個人情報保護やセキュリティ確保の重要性等を踏まえれ
ば、番号制度における「番号」とは別の識別子とし、また、一意性、悉皆性の観点から、住民票コードに対応した新しい
コードを符号とする方向で検討を進めることが望ましい。 
 

なお、個人情報保護・セキュリティは、法制度やシステム、それらの運用方法を含む番号制度及び国民ＩＤ制度全体で
確保されるべきものであり、また、システムコスト、国民の負担等も含む社会的コスト及び利便性との適切なバランス
を図っていく必要がある。 
 

平時における行政サービスの提供のみならず、災害時における被災者支援や復興等の観点からも、番号制度及び国
民ＩＤ制度により実現を目指している情報連携が大きな役割を果たす可能性を有しており、速やかな制度の整備に向
けて取組を進める。 
 

今後の検討については、社会保障・税番号大綱において「平成27 年（2015 年）１月以降、「番号」を利用する分野のう

ち、社会保障分野、税務分野のうち可能な範囲で利用を開始する」というスケジュールが示されており、それに向けて、
番号制度及び国民ＩＤ制度において共通する事項である上記の情報連携基盤のほか、個人情報保護の仕組み（第三
者機関の設立等）、本人確認、マイ・ポータル（仮称）等について、利用場面の拡大を見据えた拡張性について十分に
配慮しつつ、検討を加速することが必要である。 
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２．番号制度と国民ＩＤ制度の関係① 

利用者 電子申請
等 

○国民ＩＤ制度は、元来、電子行政の一環として、①ＩＴを活用した情報連携の仕組みと②個人情報保護の仕組みを整
備することを目指して検討してきたもの。 

○「社会保障・税に関わる番号制度」において、新しい「番号」（マイナンバー）の導入に合わせて、上記①②を整備す
ることとし、国民ＩＤ制度として検討してきた事項も参考にしつつ、政府・与党で先般、社会保障・税番号大綱を決定
したところ。 
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・個人情報保護の 

 仕組み 
  

（例：第三者機関による監視、 

   法令上の規制等措置、 

       罰則の強化、 

   自己情報へのアクセス 

       記録の確認） 
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将来的には幅広い分野での利用も目指しつつ、 

当面は、主に社会保障と税分野で 

マイナンバーを利用できることとしている。 

マイナンバー マイナンバー マイナンバー 利用番号 マイナンバー マイナンバー マイナンバー 利用番号 

利用者 窓口等 

国民ＩＤ制度としても 
検討してきた事項 

ＩＴを活用した情報連携の仕組み（情報連携基盤） 
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２．番号制度と国民ＩＤ制度の関係② 

●情報連携基盤 
●マイポータル 
●ＩＣカード 等 

 社会保障・税に関わる番号制度 

国民ID制度 

個人情報保護 
ＷＧ 

 
 
 

情報連携基盤 
技術ＷＧ 

更なる 
検討事項 
（例） 

・・・ 

●第三者機関 
●情報保護評価 等 

情報連携基盤等を活用した 

新たな行政サービスの検討 

第１６回電子行政タスクフォース 
資料２－１ （５頁） 一部追記 
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３．過去の電子行政サービスの検討概要              

１．次世代電子行政サービスの目標 
 
（１） 利用者視点でのサービス提供 
従来の行政サービスは申請主義に代表されるような行政の視点でのサービス提供であり、各行政機関や各部署
が各々の業務を職員が容易に遂行できることを主眼にサービスを構築している。次世代電子行政サービスはこの
行政視点でのサービス提供から国民や企業などの利用者の目線で簡素で便利な行政サービスの提供に大きく
方向性を変えるものであり、例えば添付書類の削減や電子化、複数機関・複数回の訪問を不要に、統一化された
申請様式などを実現することで達成する。 
実現するためには組織単位ではなく全体最適を意識した行政側の意識改革やIT以外の手段も活用したサービス
の構築が必要となる。また、民間の手続も含めたサービス提供の環境も構築する。 
 
（２） 行政事務の最適化の推進 
行政事務は紙を前提とした業務の最適化や組織内での最適化などが図られており、ITを活用した業務の最適化
ではなく、行政全体や日本社会全体から俯瞰した場合の最適化でもなかった。今後、ITを活用し、電子的処理を
前提とした、かつ縦割り行政を排除した全体最適を目指した業務プロセスに変革する必要がある。もちろん、この
業務プロセスの変革は利用者視点でのサービス提供を踏まえ、かつ複数機関において同様な業務が存在する場
合には標準化や共同利用などの要素により効率化を図るものである。最適化された業務のシステム構築やシス
テムの適用性や拡張性を考慮して団体によってはSOA（Service Oriented Architecture）適用による構築も必要な
ところである。これらにより、行政事務の最適化の推進によりサービスレベルを向上しつつコスト削減でき、更なる
サービス向上、新たなサービス創設、地域活性化への投資又は財政の健全化など機関で優先すべき分野への
資源配分が可能となる。 

平成20年6月4日 
次世代電子行政サービスの実現に向けたグランドデザイン 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/granddesign.pdf 

次世代電子行政サービスの 
実現に向けたグランドデザイン 
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４．新たな行政サービス推進のための方向性（案） 

○行政主導から国民主導への改革を目指し、行政機関が
保有する情報を国民が監視できる仕組みを構築。 
 
○従来の申請型行政からプッシュ型行政に変革するととも
に、ワンストップサービス、提出書類の削減等を実現すること
で、便利で安心な行政サービスを実現。 

○少子高齢化に直面する我が国喫緊の課題である財政再
建、公平・公正な国民負担、真の弱者への確実な支援等に
寄与するため、電子行政の展開を加速し国・地方の行政事
務の抜本的な効率化を実現。 

行政運営の効率化 国民の利便性の向上 

国民本位の電子行政の実現 

『電子行政推進に関する基本方針』 

行政機関 
（社会保障・税分野） 

民間機関 

マ
イ
・ポ
ー
タ
ル 

情
報
連
携
基
盤 

番号制度 
と共通 

国民 

情報提供 

申請 

行政機関 
（窓口） 

プッシュ型 等 

ワンストップ 等 

行政機関 
（幅広い行政分野） 

Ｂ
Ｐ
Ｒ 

等 

『新たな情報通信技術戦略』 


